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1957年 
1961年 
1962年 
1964年 
1967年 
1968年 
 

1969年 
1970年 
 

1971年 
 
 

1972年 
 

1973年 
1974年 
1975年 
 

1976年 
1977年 
 

1979年 
1980年 
1981年 
 

1982年 
 

1983年 
 
 
 

1985年 
1986年 
1987年 
1988年 
1989年 
 

1990年 
1991年 
1992年 
 
 

1993年 
1994年 
1995年 
 

1996年 
 

1997年 
1998年 
 
 
 

1999年 
 
 
 
 

2000年 
 

2001年 
 
 
 

2002年 

●電線製造にトーマス炉を導入し銅資源の再利用を開始 
 
 
●自社製品原料用の銅･アルミ資源･古紙等の回収を開始 
 
 
 
●矢崎電線に無公害型DEP（無酸素銅連続鋳造圧延装置）導入 
●煙害対策型ゴミ焼却炉「どんど」発売 
 
●廃電線のリサイクル会社「巌工業株式会社」設立 
●ノンフロン型吸収式冷暖房機器「アロエース」発売 
●環境部設立･矢崎グループ環境委員会設置（生産部門） 
 
 
 
●世界初の太陽熱利用冷暖房給湯システム「ソーラーハウス」完成 
 
 
●太陽熱温水器「ゆワイター」発売 
●太陽熱利用冷暖房給湯機器用集熱板「ブルーパネル」、 
　温水焚き冷暖房機器「アロエース」発売 
●省資源･省エネ型の営業所を建設（仙台支社） 
●二重効用ガス焚きの「アロエース」発売 
●積雪地用太陽熱利用冷暖房給湯システム「ソーラーハウス」発売 
●使用済み木製電線ドラムリサイクル会社「和工業株式会社」設立 
●蒸気焚き･廃熱利用温水焚きの「アロエース」発売 
●矢崎科学振興記念財団を設立 
●「アロエース、モジュラーコントローラー」が省エネ優秀商品賞受賞 
●住宅用太陽熱利用給湯システム「あっちっち」発売 
●公害対策完了、各事業所対応への移行に伴い 
　矢崎グループ環境委員会解散、環境部廃止 
 
●静電気･電磁波の障害対策商品「エースミック」発売 
●ノンハロゲン難燃被覆材を用いた電線を発売 
 
●薄型住宅用ソーラー給湯システム「E･Eソーラー」と「アドバンスソーラー」を発売 
●LPガス用コージェネレーション設備を矢崎迎賓館に導入 
●フィリピンEMI開所に伴う記念事業としてマニラに矢崎奨学金財団を設立 
●「E･Eソーラー」が日本太陽エネルギー学会から優秀技術賞を受賞 
●「アロエース」が東京都環境保全局「東京都業務用小型ボイラ等 
　低NOｘ燃焼機器」に業界初の認定 
●環境安全部発足 
 
●「矢崎グループ環境安全委員会」発足 
 
 
●鉛フリーのバッテリーケーブル発売　●改良型（軽量型）太陽熱温水器発売 
●天竜工場でISO／DIS14001認証取得 
●矢崎地球環境憲章を制定　●沼津製作所、裾野製作所でISO14001認証取得 
●電線分野へLCA導入　●空冷式「アロエース」発売 
●Y-CITY設立時にビオトープ造成　 
●ポリエチレン系材料使用の「エコロジーケーブル」発売 
●富士工場、大浜工場、榛原工場、大東工場および海外3事業所でISO14001認証取得 
●自動車用ワイヤーハーネスへLCA導入 
●環境へ配慮した車両の運行管理ができるデジタルタコグラフを発売 
●鉛フリーの自動車用電線、自動車用ビニルテープ発売 
●ポリエチレン系難燃材料を使用した「エコロジー粘着テープ」発売 
●島田製作所および海外1事業所でISO14001認証取得 
●新見工場および海外8事業所でISO14001認証取得 
 
●高効率型（省エネ型）「アロエース」発売　●環境安全部から環境室に改組 
●矢崎環境委員会･製品環境委員会･工場環境委員会発足 
●栃木工場、Y-CITY、鷲津工場、浜松工場および海外9事業所で 
　ISO14001認証取得 
●矢崎地球環境憲章の見直し･発行 
　5ヵ年「矢崎環境取り組みプラン」策定、取り組み開始 

 
●世界自然保護基金（WWF）設立 
●レイチェル･カーソン『沈黙の春』発行 
 
●トリー･キャニオン号座礁事故発生　●公害対策基本法制定 
●「スカンジナビアの酸性雨の原因はヨーロッパにおける大気汚染物質で 
　ある」とオーデンが発表　●大気汚染防止法制定　●騒音規制法制定 
 
●海洋汚染防止法（海水油濁防止法の廃止）制定 
●水質汚濁防止法、公害対策基本法、廃棄物処理および清掃に関する法律の制定 
●環境庁設立 
 
 
●ローマクラブ「成長の限界」発行　●国際人間環境会議開催（ストックホルム） 
●自然環境保全法公布　●政府、初の「環境白書」を発表 
●マルポール条約　●大気汚染防止法改正 
 
●ワシントン条約（CITES）・野生動物植物保護　 
●ロンドン・ダンピング条約・海洋汚染防止 
●ラムサール条約・渡り鳥保護　●振動規制法制定 
●国連砂漠化防止会議開催 
 
●スリーマイル島で原子力発電所事故 
 
●ＮＯｘ総量規制の導入 
 
 
 
 
 
 
 
●ヘルシンキ議定書･SOｘ排出量削減 
 
●絶滅危惧野生動植物種保存法制定　●モントリオール議定書発行 
●オゾン層保護法制定　●気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設置 
●バーゼル条約･有害性廃棄物越境移動規制 
●エクソン･バルディーズ号座礁事故発生 
●地球温暖化防止行動計画策定 
●再生資源の促進に関する法律制定 
●リオ「地球サミット」（気候変動枠組み条約･森林原則声明･ 
　生物多様性保全条約･アジェンダ21）開催 
 
●環境基本法制定 
●環境基本計画策定 
●気候変動枠組み条約・第一回締約国会議（COP1）開催 
●特定フロン全廃 
●大気汚染防止法改正、水質汚濁防止法改正 
●ISO14001国際標準化規格スタート 
●廃棄物処理法改正　●気候変動締約国会議（COP3：京都）開催 
●家電リサイクル法制定 
 
 
 
●ダイオキシン類対策特別措置法制定 
●特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に 
　関する法律（PRTR法）制定 
 
 
●循環型社会形成推進基本法制定　●容器包装リサイクル法制定 
●気候変動締約国会議（COP6：ハーグ）開催 
●気候変動締約国会議（COP6再開会合：ボン）開催 
 
 
 
●自動車リサイクル法成立 
 
 
 




